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公益社団法人全国市有物件災害共済会 

令和３年度通常理事会議事録 

 

１ 日  時  令和４年２月４日（金）午後１時３１分～２時１５分 

２ 場  所  川崎区東田町５番地４ 川崎市役所第３庁舎１８階第１会議

室、各理事市市役所副市長室等 

         Ｗｅｂ会議システム（ＺＯＯＭ）を利用し、各理事間を音声

と画像の伝達を行う方法で開催した。 

３ 理事総数及び定足数  理事現在数 ２０名 定足数 １１名 

４ 出席理事  １４名（以下、敬称略） 

相川一郎、阿部勝弘、今西正男、加藤昭彦、小池信之、清水寿夫、鈴木清、

鈴木章一郎、鈴木達也、田尻充、福田紀彦（理事長）、藤本章、町田隆敏、

三冨吉浩（常務理事）（五十音順） 

５ 欠席理事  ６名 

  赤岡昌弘、今本雅祥、金井慎一郎、高橋徹（理事長職務代理者）、中澤慎二、

光山裕朗（五十音順） 

６ 出席監事  監事現在数 ２名 

石川哲治、遠藤幸子（五十音順） 

７ 議題 

【決議事項】 

議案第１２号 令和４年度助成対象事業の承認及び協助金の交付額の決定について 

議案第１３号 令和４年度事業計画書について 

議案第１４号 令和４年度収支予算書等について 

議案第１５号 事務局設置規程の一部を改正する規程の制定について 

議案第１６号 消防・防災施設整備事業等資金融資資産の一部を取り崩すことの承認

について 

議案第１７号 理事長の利益相反取引に係る承認について 

【報告事項】 

報告第７号 代表理事の職務執行の状況について 

報告第８号 建物総合損害共済の共済基金分担金基率等の改正について 

報告第９号 中長期経営計画の策定方針について 

報告第１０号 日本都市センター会館の在り方の検討（中間報告）について 
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８ 議事の経過の要領及びその結果  

（１）定足数の確認 

福田紀彦理事長（以下「福田理事長」という。）が挨拶を行った。 

続いて、議事の開始に先立ち、事務局から定款第３３条第１項に基づき、

福田理事長が議長に就く旨の説明を行った。 

議長は、理事会の開会を宣言し、続いて、定款第３４条第１項に規定する

理事会の定足数を満たしていることを事務局に確認した。 

（２）議事の審議状況 

議長は、議事録について、定款第３６条第２項に基づき、出席した代表理

事及び監事が記名押印する旨を告げ、議案の審議に入った。 

議案の審議については、三冨吉浩常務理事（以下「三冨常務理事」という。）

の議案説明後、議長が採決をする形式で行った。 

【決議事項】 

ア 議案第１２号「令和４年度助成対象事業の承認及び協助金の交付額の 

決定について」 

議案第１２号について、次のとおり説明を行った。 

この議案は、助成規程第６条に基づき、令和４年度の助成対象事業の承

認と協助金の交付額の決定について提案するものである。 

令和４年度の協助金については、５団体（全国市長会、全国市議会議長

会、公益財団法人日本都市センター、公益財団法人日本消防協会及び一般

財団法人日本防火・防災協会）から申請があり、交付金額は、その財源の

一部である収益事業が昨年度に引き続き赤字となる見込みのため、昨年

度の１億円から減額し、５,６００万円とするものである。 

各申請事業は、本会の助成事業の目的に合致しており、その重要性や継

続性を考慮し、各団体の事業に対し申請のとおり協助金を交付したいと

考えている。なお、当面の措置として、全国市長会及び全国市議会議長会

については、令和５年度以降の協助金は交付しないことを基本とし、日本

都市センターほか２団体については、令和６年度までは令和３年度の半

額程度に減額し、令和７年度以降は令和３年度ベースの交付額に復元す

ることを基本とするものである。 

審議の結果、議案第１２号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。 

イ 議案第１３号「令和４年度事業計画書について」 
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議案第１４号「令和４年度収支予算書等について」 

議案第１３号及び議案第１４号について、次のとおり一括して説明を

行った。 

（ア）相互救済事業 

令和３年度の分担金収入については、建物総合損害共済で 

６８億２，７００万円、自動車損害共済で３２億７，８００万円を見

込んでいる。 

令和４年度も、分担金収入額を大幅に超える災害共済金の支出が見

込まれ、厳しい状況にあるが、低廉な分担金による相互救済事業の維

持に努めていく。 

（イ）防災に係る調査研究及び普及啓発事業 

ごみ処理施設の火災等の災害共済金は、平成３０年度から急増して

いるため、ごみ処理施設の火災事故防止対策として、新たに、被災を

経験していない施設に対しても、未然の事故防止の普及啓発を積極的

に行っていく。 

（ウ）消防・防災施設整備事業等資金融資事業 

令和４年度の融資については、総額約１０２億円を予定している。 

（エ）防災専門図書館事業 

ぼうさいこくたい、図書館総合展への出展など、防災図書館の周知の

ほか、各取り組みを積極的に行っていく。 

（オ）防災その他様々な都市機能の健全な維持発展に関する事業 

都市におけるセーフティネットとしての役割を担うため、「都市防

災推進セミナー」及び「防災フォーラム」を開催するとともに、動画

配信する。 

また、議案第１２号で説明した助成事業を実施する。 

（カ）日本都市センター会館事業 

日本都市センター会館の「ホテル部門」及び「オフィス部門」の運

営を行っているが、「ホテル部門」については、コロナ禍により売上

が大幅に落ち込んでおり、令和４年度の当期経常増減額は、５億３７

４万２千円の減を見込んでいる。運営委託先のホテルグループと協力

し、収益確保対策を講じていく。 

（キ）全国各市の利便に資する保険手続きに関する事業 
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道路賠償責任保険の取扱業務及び自動車損害賠償責任保険の代理

店業務について、令和４年度の当期経常増減額を、１，４６５万３

千円の増と見込んでいる。 

続いて、議案第１４号、令和４年度収支予算書等について、「令和

４年度予算書（案）大要」により、次のとおり説明を行った。 

公益目的事業は、経常収益の合計及び経常費用の合計は、同額の 

１５７億１，９１５万４千円であるため、当期一般正味財産増減は 

０円となり、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に

定める収支相償に適合する。 

収益事業の当期一般正味財産増減は、会館事業で５億４４３万９千

円の減、保険手続事業で１，４６３万円の増となる見込みである。 

法人全体では、経常収益合計が１７５億３，８１５万８千円、経常

費用の合計が１８０億２，７２４万７千円となり、法人税等を差し引

いた額は、４億８，９８０万９千円の減となるため、一般正味財産

は、減少となる見込みである。 

次に、共済基金分担金の法人会計への充当額は、２億３２０万１千

円を見込み、業務方法書の規定に適合する旨を、また、「資金調達、

設備投資並びに特定資産（資産取得資金）の積立額の見込み」につい

て説明した。 

審議の結果、議案第１３号及び議案第１４号はいずれも全員が賛成

し、原案のとおり可決した。 

ウ 議案第１５号「事務局設置規程の一部を改正する規程の制定について」 

議案第１５号について、次のとおり説明を行った。 

総務部、財務部及び業務部を統括・管理する本部事務局を設置し、効率

的・効果的な業務執行をすること等に必要な組織体制の整備を図るため、

事務局設置規程の改正、並びに組織改編に伴う職務権限規程等の改正を

行うものであり、施行期日は、令和４年４月１日を予定している。 

審議の結果、議案第１５号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。 

エ 議案第１６号「消防・防災施設整備事業等資金融資資産の一部を取り崩すこ

との承認について」 

議案第１６号について、次のとおり説明を行った。 

令和３年２月開催の通常理事会で決議された事業計画のとおり、災害
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共済金の支払に充てるため、消防・防災施設整備事業等資金融資資産の一

部取り崩しを行う。融資資産の取崩額は４８億円、取崩し後の融資資産の

額は３８９億円、取崩しの時期は令和４年２月４日を予定している。 

審議の結果、議案第１６号は全員が賛成し、原案のとおり可決した。 

オ 議案第１７号「理事長の利益相反取引に係る承認について」 

議案第１７号について、次のとおり説明を行った。 

福田理事長が市長を務める川崎市と本会との建物総合損害共済及び自

動車損害共済委託契約並びに消防・防災施設整備事業等資金融資貸付に

ついて、承認を求めるものである。 

いずれの取引についても、本会の業務規程及び融資規程に基づき、他団

体と同一の条件で契約を行っている。 

審議の結果、議案第１７号は、決議について特別の利害関係を有する出

席理事（福田理事長）を除く他の出席理事の全員が賛成し、原案のとおり

可決した。 

【報告事項】 

ア 報告第７号「代表理事の職務執行の状況について」 

  前代表理事を含む代表理事４名の職務執行の状況について、理事会等

運営規程に定める別記様式「代表理事の職務執行報告」に基づき、次の事

項等について、それぞれ報告を行った。 

（ア）定款に基づく会議（総会及び理事会）の招集 

（イ）人事関連 

（ウ）建物総合損害共済及び自動車損害共済における高額（１件１，０００

万円超）な災害共済金の支出決定 

イ 報告第８号「建物総合損害共済の共済基金分担金基率等の改正につい 

て」 

報告第８号について、次のとおり報告を行った。 

昨年５月の理事会において、「建物の共済金の支払額は、分担金収入の

うちその事業に係る経費を除いた８５％で収支が均衡するが、近年の自

然災害により、令和元年度から令和５年度までは、共済金支出が分担金収

入を大幅に上回ると見込まれたこと、その結果、現行の分担金収入のまま

では、共済金と事業費を賄えない状況となること」を説明し、引き続き、

民間損害保険よりも低廉な分担金を維持しつつ、建物共済事業を持続す
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るために、令和５年４月から、分担金総額を１０％引上げる必要があるこ

とを報告させていただいた。 

また、雪災と土砂災害の災害共済金については、令和４年４月以降の契

約から、これまでの「損害額の全額支払い」から、風水災に合わせ「損害

額の５０％の支払い」とし、自然災害を統一的に取り扱うことで制度の合

理化を図る規程改正について、合わせてご承認をいただいた。 

令和３年度に入ってからの委託団体への説明会等の実施状況と、その

主な意見・要望及び説明・対応等については、１１５ページの表のとおり

だが、いずれにしても、相互救済事業は、「一市は全市のために、全市は

一市のために」の精神の上に成り立っていることを委託団体に説明し、御

理解をいただけたものと考えている。 

なお、昨年５月の理事会でお示ししたシミュレーションは、令和３年度

以降、大規模な自然災害がないものとして作成しているが、次の報告第９

号「中長期経営計画」を策定する上で、一定のスパンで大規模災害が発生

することを前提としたシミュレーションを現在、検討している。これによ

れば、建物共済の事業運営は非常に厳しい状況にあると言わざるを得な

いが、将来に向けて低廉な分担金による相互救済事業の継続を図るため、

昨年５月の理事会でお示しした、改正後の共済基金分担金基率表を改正

議案として、次回の理事会に提出する予定のため、この場をお借りして、

改めて御理解と御協力をお願いする次第である。 

ウ 報告第９号「中長期経営計画の策定方針について」 

報告第９号について、次のとおり報告を行った。 

本会を取り巻く環境が急激に変化する中、本会の財務状況を始めとし 

た経営基盤は大変厳しい状況にあり、改革を進め、持続可能な経営基盤の

構築を図る必要がある。そこで、新たに中長期の経営計画を策定すること

とし、今般、その策定方針を取りまとめたところである。 

まず、本会を取り巻く環境認識として、「自然災害の激甚化」、「環境意

識の高まり」、「新型コロナウイルスに伴う社会経済の変容」、「都市インフ

ラの老朽化」、「社会のデジタル化」などが挙げられるが、それぞれの課題

への適切な対応と、本会事業への反映等を着実に進める必要がある。 

次に、本会の状況、課題として、「相互救済事業の資金収支の悪化」、「異

常危険準備金の積立不足」、「人材の計画的な採用、育成、職員配置」等を
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挙げたが、これらの課題への適切な取り組みが必要な状況となっている。 

実施計画については、環境変化等に的確に対応していくため、令和５年

４月から１０年間の長期見通しを踏まえ、目指すべきビジョンや、５年間

の具体的な経営方針を「３つの改革の柱」として定めた。 

改革１は、「持続可能な共済制度の再構築及び公益目的事業の効果的な

実施」、改革２は、「収益事業の安定的な運営による共済事業の財源確保」、

改革３は、「事業経費節減と法人運営の最適化」とし、３つの改革を一体

的、計画的に進めていく。 

最後に、策定スケジュールについて、本年３月に外部有識者会議を設置

し、中間報告、素案の公表、意見募集を経て、令和５年２月の理事会にて

計画案の承認をいただき、令和５年４月から開始する。 

エ 報告第１０号「日本都市センター会館の在り方の検討（中間報告）につ

いて」 

報告第１０号について、次のとおり報告を行った。 

日本都市センター会館事業は、その収益の５０％を公益目的事業に繰 

り入れることで、本会財務の安定化に大きく貢献してきたが、コロナ禍の

影響により、令和２年度に赤字となり、令和３年度以降も赤字の継続が見

込まれ、加えて、令和１１年度には大規模修繕工事も予定されている。 

これら会館事業を取り巻く経営環境の変化に適切に対応し、将来に亘

り持続可能な会館事業を維持していくため、今後の中長期経営計画にお

いて、その方向性を決定する。 

なお、「中間報告」とした経緯は、現時点で新型コロナウイルスの収束

が見通せず、特にホテルマーケットが悪化している状況下では、適正かつ

妥当な判断をすることは極めて困難との専門家の見解を踏まえたもので

ある。 

「コロナ禍がもたらした会館事業を取り巻く状況」としては、ホテル客

室稼働率の推移に顕著に表れている。コロナ禍前の平成２６～３０年度

までの５年間の平均稼働率は、８８．１％と高水準であったのに対し、令

和２年度では、１５．４％まで急落し、その後は徐々に回復するものの、

コロナ禍前の水準に戻るのは、早くても令和７年度以降になると見込ん

でいる。 

「会館事業の経常損益の推移」については、高水準の黒字の継続が、令
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和２年度に一転して赤字となり、収支が均衡するのは令和６年度以降と

見込むも、令和１１年度には、大規模修繕工事に伴うホテルの売止めの影

響で、赤字となる見込みである。 

「会館運営方式の検討」については、現行の「ホテル運営委託方式」の

ほか、多方面から検討・検証を行い、本会にとって最適な会館運営方式を

決定していく。そのほか、「会館事業からの撤退・売却」では一団地認定

や含み損の、また「テナント貸事務所への業態転換」では会館の構造上な

どの、それぞれ困難な課題がある。 

最後に、「事業実施計画」については、令和５年度からの「中長期経営

計画」に位置づけて検討を進めるものであり、会館事業の業績回復状況や、

大規模修繕計画との整合を図りながら、外部専門家を交え、集中取組期間

である令和５年度からの３年間でその方向性を決定していき、その後の

令和８年度からの２年間で、令和１０年度以降の会館事業の具体的施策

を推進することとする。 

従って、現行の委託契約期間が満了した後の、令和５年度からの在り方

検討に基づき、会館運営方式を決定する令和９年度までは、ホテル報酬の

見直しや収益改善策を講じた上で、従前のホテル運営委託方式で事業を

実施していく。 

 

以上をもって議案の審議等を終了し、議長が出席者の発言について確認した

ところ、発言は無かったので、午後２時１５分、議長は閉会を宣言し、解散した。 

 

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事

は記名押印する。 

 

令和４年２月４日 

代表理事  福 田 紀 彦  印 

 

 

代表理事  三 冨 吉 浩  印 
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監  事  遠 藤 幸 子  印 

 

 

監  事  石 川 哲 治  印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


